
平成２７年度

第１７７回宮城県都市計画審議会

参考資料２

議案第２３１９号 仙塩広域都市計画事業花渕浜地区被災市街地

復興土地区画整理事業の事業計画変更に対する

意見書について

議案第２３２０号 仙塩広域都市計画事業仙台市蒲生北部被災

市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更に

対する意見書について

平成２７年６月

宮城県都市計画審議会



目 次

＜議案第２３１９号＞

１ 意見書の提出状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 意見書に関する事実確認及び事務局の見解（七ヶ浜町花渕浜 ・・ ２）

＜議案第２３２０号＞

１ 意見書の提出状況について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

２ 意見書の要旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

３ 意見書の内容による分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

４ 意見書に関する事実確認及び事務局の見解（仙台市蒲生北部 ・・ ８）

参考 利害関係者でない方から提出された意見書 ・・・・・・・・・ １８



議案第２３１９号 

 

意見書の提出状況について 

 

(1)事業計画縦覧期間及び意見書提出期間 

・縦覧期間：平成 27 年 2 月 10 日（火）から平成 27 年 2 月 23 日（月）まで（2 週間） 

・提出期間：平成 27 年 2 月 10 日（火）から平成 27 年 3 月 9 日（月）まで（4 週間） 

  縦覧者：1 名 

 

(2)意見書及び提出者の数（平成 27 年 4 月 24 日現在） 

・意見書の数：1 通 

・提出者の数：2 名 

（2 名の内訳） 

・施行地区内地権者：2 名 

 

(3)意見書提出者の利害関係の確認結果 

・意見書の提出は，土地区画整理法第 55 条第 13 項が準用する同法第 55 条第 2 項の「利害関係者」

に限定されている。「利害関係者」については同法第 20 条第 2 項で定義されている。 

・意見書提出者が「利害関係者」であるかどうか確認を行った結果，利害関係者にあたることが確認

されたので，宮城県知事から宮城県都市計画審議会あて付議された。 

 

意見書 提出者 
権利がある 
物件の位置 

利害関係の内容 
（斜体は提出者に確認した内容） 

判定※

A 個人（２名連名） 地区内 施行地区内に所有地あり ○

 
 
■「利害関係者」の定義（土地区画整理法第 20 条第 2 項） 
 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画
整理事業に関係のある水面について権利を有する者 
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意
見

書
に

関
す

る
事

実
確

認
及

び
事

務
局

の
見

解
（

七
ヶ

浜
町

花
渕

浜
）

Ⅰ
事

業
計

画
に

関
す
る

意
見

番
号

意
見

の
要

旨
事

実
確

認
の

結
果

事
務

局
の

見
解

①
館

下
地

区
業

務
区

画
は

Ｔ
Ｐ

２
ｍ

で
・

事
業

計
画

変
更

の
変

更
箇

所
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

・
本

件
事

業
は

，
地

区
内

で
の

既
存

家
屋

の
修

計
画

さ
れ

現
在

の
高

さ
と

あ
ま

り
変

・
当

地
区

で
は

現
地

再
建

の
意

向
も

多
い

こ
と

か
ら

，
こ

の
こ

と
に

配
慮

繕
や

現
地

再
建

に
よ
り

居
住

し
て

い
る

世
帯

わ
ら

な
い

が
，

荒
天

時
に

海
水

の
飛

し
た

整
序

型
の

区
画

整
理

を
行

う
こ

と
と

し
，

整
地

計
画

を
策

定
し

て
も

多
い

こ
と

か
ら

，
造

成
計

画
高

を
大

き
く

沫
が

か
か

る
こ

と
か

ら
，

地
盤

高
に

お
り

住
民

説
明
会

等
に

お
い

て
理

解
を

求
め

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
変

更
し

な
い

現
地

再
建

型
の

区
画

整
理

事
業

，
。

つ
い

て
の

見
直

し
を

求
め

る
。

・
防

潮
堤

が
内

陸
に

後
退

し
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
，

当
初

の
計

画
で

と
な

っ
て

い
る

。

は
，

業
務

地
区

と
海

の
境

界
に

設
置

さ
れ

る
計

画
で

あ
っ

た
が

，
周

辺
・

地
盤

高
の

設
定

や
防

潮
堤

の
位

置
は

,
住

民

住
民

と
の

調
整

の
中

で
現

在
の

位
置

に
後

退
し

た
経

緯
が

あ
る

。
の

意
向

等
を

踏
ま

え
た

上
で

決
定

さ
れ

た
も

・
整

地
計

画
は
Ｔ

Ｐ
2
.
0
ｍ

を
基

本
と
し

て
お

り
，

雨
水

排
水
に

支
障

が
無

の
と

認
め

ら
れ

る
。

い
よ

う
に

2
0c
m
程

度
高

く
す

る
計
画

と
な

っ
て

い
る

。

②
業

務
区

画
の

堤
防

外
の

地
区

に
つ

い
・

事
業

計
画

変
更

の
変

更
箇

所
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

・
避

難
方

法
等

に
つ

い
て

は
，

既
に

町
の

「
七

て
は

，
災

害
時

に
危

険
性

が
高

い
た

・
防

潮
堤

と
区
画

道
路

と
の

交
差

部
２

箇
所

に
は

,
県

に
よ
り

幅
８

ｍ
の

陸
ヶ

浜
町

避
難

計
画

」
に

お
い

て
，

防
潮

堤
の

め
，

避
難

方
法

や
避

難
施

設
の

設
置

閘
の

整
備

が
計

画
さ

れ
て

い
る

。
陸

閘
は

電
動

式
で

あ
り

，
陸

閘
閉

鎖
海

側
の

区
域

を
含

め
た

花
渕

浜
地

区
の

避
難

に
つ

い
て

計
画

に
盛

り
込

む
べ

き
で

時
の

避
難

手
段

と
し

て
は

乗
り

越
し

階
段

を
設

置
す

る
予

定
で

あ
る

。
経

路
を

具
体

的
に

示
さ

れ
て

い
る

。

あ
る

。
・

具
体

的
な

陸
閘

の
設

計
内

容
及

び
管

理
体

制
は

今
後

決
ま

る
こ

と
と

な
・
な

お
，

陸
閘

や
乗

り
越

し
階

段
の

設
計

内
容

防
潮

堤
の

陸
閘

に
係

る
構

造
や

災
害

る
た

め
，

設
計

の
進

捗
状

況
を

踏
ま

え
避

難
方

法
を

よ
り

具
体

化
し

て
及

び
管

理
体

制
が

具
体

化
し

た
際

は
，

町
は

時
の

対
応

に
つ

い
て

計
画

に
盛

り
込

い
く

予
定

で
あ

る
。

避
難

方
法

を
よ

り
具
体

的
に

検
討

し
，

き
め

ん
で

ほ
し

い
。

・
町

で
は

平
成

2
4
年

1
0
月

に
七

ヶ
浜

町
避

難
計

画
を

策
定

し
，

避
難

施
設

細
か

く
周

知
し

理
解
を

得
て

い
く

べ
き

と
考

・
防

災
拠

点
施

設
・

避
難

経
路

の
設

定
や

誘
導

標
識

・
防

災
通

信
網

の
え

る
。

整
備

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
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番
号

意
見

の
要

旨
事

実
確

認
の

結
果

事
務

局
の

見
解

③
業

務
区

画
の

突
端

か
ら

東
方

向
と

北
・

事
業

計
画

変
更

の
変

更
箇

所
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

・
防

潮
堤

に
つ

い
て

は
，

既
に

港
湾

管
理

者
，

方
向

に
防

波
堤

が
あ

り
，

こ
れ

に
よ

・
防

波
堤

は
,
原

位
置

に
置

い
て

災
害

復
旧

に
よ

り
原

型
復

旧
さ

れ
て

い
町

，
地

域
住

民
と

の
間

で
十

分
調

整
が

行
わ

り
業

務
区

画
に

津
波

の
力

が
集

中
し

る
。

れ
た

上
で

，
そ

の
位
置

が
決

定
さ

れ
た

も
の

，

被
害

が
大

き
く

な
る

恐
れ

が
あ

る
。

・
防

潮
堤

が
内

陸
に

後
退

し
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
，

当
初

の
計

画
で

と
認

め
ら

れ
る

。

防
波

堤
を

防
潮

堤
を

整
備

す
る

県
と

は
，

業
務

地
区

と
海

の
境

界
に

設
置

さ
れ

る
計

画
で

あ
っ

た
が

，
周

辺

事
業

の
す

り
合

わ
せ

を
し

，
対

策
を

住
民

と
の

調
整

の
中

で
現

在
の

位
置

に
後

退
し

た
経

緯
が

あ
る

。

計
画

に
盛

り
込

ん
で

ほ
し

い
。

・
町

と
防

潮
堤

の
整

備
を

行
う

港
湾

管
理

者
の

間
で

も
協

議
を

重
ね

十
分

調
整

し
た

上
で

事
業

計
画

を
策

定
し

て
い

る
。

④
業

務
区

画
に

つ
い

て
は

，
時

間
あ

た
・

事
業

計
画

変
更

の
変

更
箇

所
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

・
本

事
業

の
排

水
計

画
上

，
当

該
業

務
区

画
が

り
5
0
～

7
0
mm
の

降
雨

の
際

に
，

冠
水

・
区

画
整

理
事

業
地

区
内

の
排

水
計

画
に

つ
い

て
は

，
自

然
流

下
に

よ
り

大
雨

時
に

冠
水

す
る
可

能
性

は
低

い
と

認
め

す
る

恐
れ

が
あ

る
。

排
水

計
画

と
雨

道
路

側
溝

及
び

暗
渠

管
を

経
由

し
，

４
系

統
の

排
水

ル
ー

ト
に

よ
り

海
ら

れ
る

。

量
別

避
難

方
法

の
提

示
を

求
め

る
。

に
放

流
す

る
計

画
で

あ
る

。
・

風
水

害
時

の
避

難
方

法
に

つ
い

て
は

「
七

，

・
当

該
業

務
区
画

に
つ

い
て

山
側

の
排
水

は
こ

の
区

画
に

は
流

入
せ

ず
ヶ

浜
町

地
域

防
災

計
画

」
に

お
い

て
避

難
誘

，
，

ま
た

，
こ

の
区

画
の

雨
水

は
道

路
側

溝
か

ら
直

ち
に

海
に

放
流

さ
れ

る
導

体
制

等
に

つ
い

て
示

さ
れ

て
い

る
。

こ
と

か
ら

，
大

雨
時

に
冠

水
す

る
可

能
性

は
低

い
。

⑤
防

潮
堤

に
囲

ま
れ

た
業

務
区

域
は

夜
・

事
業

計
画

変
更

の
変

更
箇

所
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

・
防

犯
施

設
の

設
置

に
つ

い
て

は
，

区
画

整
理

間
無

人
状

態
に

な
る

可
能

性
が

高
く

・
防

潮
堤

の
海

側
の

区
域

は
，

商
業

・
業

務
地

の
た

め
，

夜
間

人
口

は
想

の
事

業
計

画
に

加
え
る

も
の

で
は

な
く

，
原

，

ま
た

，
周

辺
か

ら
は

見
え

な
い

状
態

定
し

て
い

な
い

。
則

自
助

努
力

の
問

題
と

考
え

る
。

に
な

る
た

め
，

防
犯

施
設

の
設

置
を 。

変
更

内
容

に
加

え
る

よ
う

要
望

す
る
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議案第２３２０号 

 

意見書の提出状況について 

 

(1)事業計画縦覧期間及び意見書提出期間 

・縦覧期間：平成 27 年 3 月 27 日（金）から平成 27 年 4 月 9 日（木）まで（2 週間） 

・提出期間：平成 27 年 3 月 27 日（金）から平成 27 年 4 月 23 日（木）まで（4 週間） 

  縦覧者：10 名 

 

(2)意見書及び提出者の数（括弧内は審議会に付議されたもの） 

・意見書の数：5 通（4 通） 

・提出者の数：5 名（4 名） 

（5 名の内訳） 

・施行地区内地権者：3 名 

・隣接地地権者：1 名 

・上記以外：1 名（個人 1 名） 

 

(3)意見書提出者の利害関係の確認結果 

・意見書の提出は，土地区画整理法第 55 条第 13 項が準用する同法第 55 条第 2 項の「利害関係者」

に限定されている。「利害関係者」については同法第 20 条第 2 項で定義されている。 

・意見書提出者が「利害関係者」であるかどうか確認を行った結果，１通が利害関係者でない方から

提出されていたため，これらを除く 4 通について仙台市長から宮城県都市計画審議会あて付議され

た。 

 

意見書 提出者 
権利がある 
物件の位置 

利害関係の内容 
（斜体は提出者に確認した内容） 

判定 

A 個人 地区内 施行地区内に所有地あり ○

B 個人 地区内 施行地区内に所有地あり ○

C 個人 地区内 施行地区内に所有地あり ○

D 個人 施行地区に隣接 施行地区隣接地を所有 ○

E 
個人 
 

住所：地区外 
（青葉区八幡） 

利害関係はない
（利害関係者の対象に関する意見あり） 

× 

 
 
■「利害関係者」の定義（土地区画整理法第 20 条第 2 項） 
 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画
整理事業に関係のある水面について権利を有する者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4-



意見書の要旨

意見書 意見の要旨 分類

番 号

Ａ Ａ－① 現地で養殖事業を再開するために養魚場から Ⅱ－２

の排水設備として排水路と水門の設置を要望する。 防潮堤について

（2,000～2,500ｔ／日）

Ｂ Ｂ－① 計画では車道廃止となり車の往来が不便にな Ⅰ－１

る。今までどおりの土地使用がしたいので，換地に 区画道路について

反対する。

Ｃ Ｃ－① 区画整理事業としては幹線道路を車で避難す Ⅰ－２

るとしているが，危機管理室では津波避難に車避難 避難施設について

は２割を想定しており，対応に食い違いが生じてい

る。人命を守るために避難施設，避難の丘（高台）

が必須である。

Ｃ－② 21mの都市計画道路は養魚場脇を通り港湾道 Ⅱ－１

路につなげているが，養魚場を無視した計画であり 都市計画で定められた

業務に支障が生じることが明らかであり，道路位置 事項について

の変更が必要ではないか。

Ｃ－③ 公園については緊急避難を考慮した高台にす Ⅰ－２

べきではないか。 避難施設等について

Ｃ－④「仙台の高校生で考える防潮堤の会」の提案を Ⅱ－６

推進すべきではないか。 「高砂の中高生で考え

る防潮堤の会」提案

の活用について

Ｃ－⑤ 大幅な減歩をしたうえで防潮堤西側に緑地を Ⅱ－１

計画しており養魚場面積を狭くしている。緑地のあ 都市計画で定められた

り方についても，養魚場の業務再開を考慮したもの 事項について

にすべきである。

Ｃ－⑥ 地区東側の蒲生排水区で集水した雨水排水を Ⅰ－３

七北田川に排水するために水路を設けるとあるが， 水路について

津波の浸水を弱め，貯水池の役目も果たせるので，

貞山堀を再現すべきである。
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意見書 意見の要旨 分類

番 号

Ｃ Ｃ－⑦ 業務系土地利用にすることで財政面において Ⅱ－３

どれだけの税収があげられるのか公表してほしい。 税収について

Ｃ－⑧ 災害危険区域を解除してほしい。 Ⅱ－４

災害危険区域の解除に理由：私たちの要望は住み続けることだ。当地区においては，

ついて防潮堤以外の考慮をせずに災害危険区域を設定した。当初

は住み続けたい方が多数いたが集団移転を強引に進める対

応にやむを得ず了解した方を忘れないで欲しい。

Ｃ－⑨ 今回の土地区画整理事業は「惨事便乗型」区 Ⅱ－１

画整理事業と言えるのではないか。土地区画整理事 都市計画で定められた

業という手法を使わずに、仙台市が買取して減歩な 事項について

しで進めるべき。

Ｄ Ｄ－① 法律で規定されているから門外漢を排除する Ⅱ－５

だけでなく，多くの元住民や蒲生を好きな人の意見 意見書を提出できる

を聞くべきである。 利害関係者について

Ｄ－② 公園が２か所，内１か所に神社や慰霊塔等を Ⅱ－７

集約して造るなど噂が流れており，正しい情報伝達 その他

がされていない。

Ｄ－③ 津波被害を悪用した，震災便乗型復興事業の Ⅱ－１

典型である。 都市計画で定められた

事項について理由：避難施設がない，居住地でない，災害危険区域だとい

う理由で広い土地を造成し，後は進出企業が何とかしてく

れるだろうという内容の事業である。

Ｄ－④ 「高砂の中高生で考える防潮堤の会」提案の Ⅱ－６

一部分でも活用すること。 「高砂の中高生で考え

る防潮堤の会」提案

の活用について
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意見の内容による分類

Ⅰ 事業計画の内容に関する意見

大 分 類 中 分 類 意 見 書 番 号

Ⅰ事業計画の内容に関 Ⅰ－１ 区画道路について Ｂ－①

する意見

Ⅰ－２ 避難施設について Ｃ－①，Ｃ－③

Ⅰ－３ 水路について Ｃ－⑥

Ⅱ 事業計画の内容以外に関する意見

大 分 類 中 分 類 小 分 類 意 見 書 番 号

Ⅱ事業計画の内 Ⅱ－１ 都市計画で定 Ⅱ－１－① Ｃ－⑨，Ｄ－③

容以外に関する められた事項について 土地区画整理事業の実施

意見

Ⅱ－１－②道路 Ｃ－②

Ⅱ－１－③緑地 Ｃ－⑤

Ⅱ－２ 防潮堤について Ａ－①

Ⅱ－３ 税収について Ｃ－⑦

Ⅱ－４ 災害危険区域の解除について Ｃ－⑧

Ⅱ－５ 意見書を提出できる利害関係者について Ｄ－①

Ⅱ－６ 「高砂の中高生で考える防潮堤の会」 Ｄ－④，Ｃ－④

提案の活用について

Ⅱ－７ その他 Ｄ－②
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意
見

書
に

関
す

る
事

実
確

認
及

び
事

務
局

の
見

解
（

仙
台

市
蒲

生
北

部
地
区

）
 

Ⅰ
 

事
業

計
画

に
関

す
る

意
見

 

 
Ⅰ

－
１

 
区

画
道

路
に

つ
い

て
 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 

Ｂ
－

①
 

       

 計
画

で
は

車
道

廃
止

と
な

り
車

の
往

来
が

不
便

に
な

る
。
今

ま
で

ど
お

り
の

土
地

使
用

が
し

た
い

の
で

，
換

地
に

反
対

す
る

。
 

     

 ・
事

業
計

画
の

変
更

箇
所

に
対

す
る

意
見

で
は

な
い

。
 

・
本

地
区

で
は

，
津

波
被

害
の

危
険

性
が

高
い

こ
と

か
ら

，
災

害
危

険
区

域
に

指
定

し
，
内

陸
部

な
ど

へ
の

移
転

に
よ

り
安

全
な

住
ま

い
を
確

保

す
る

た
め

に
防

災
集

団
移

転
促

進
事

業
を

進
め

て
い

る
。

 

・
跡

地
利

用
に

つ
い

て
は

，
仙

台
市

復
興

計
画

に
お

い
て

，
新

た
な

成
長

産
業

の
促

進
を

図
る

港
地

区
復

興
特

区
ゾ

ー
ン

の
一

部
と

し
て

，
「

新

た
な

土
地

利
用

を
検

討
し

な
が

ら
都

市
基

盤
の

再
整

備
を

行
う

。
」
と

し
，
こ

の
位

置
づ

け
の

も
と

，
業

務
系

土
地

利
用

を
前

提
と

し
た
土

地

利
用

の
向

上
を

図
る

た
め

，
土

地
区

画
整

理
事

業
に

よ
り

土
地

の
整

理

集
約

と
都

市
基

盤
の

再
整

備
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

 

・
こ

れ
ら

を
踏

ま
え

事
業

計
画

の
設

計
の

方
針

に
お

い
て

，
地

区
東

側
に

は
市

有
地

を
集

約
し

て
大

街
区

化
を

図
り

，
新

た
な

成
長

産
業

の
集

積

を
促

進
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

た
め

，
区

画
道

路
は

最
小

限
の

配
置

に

留
め

て
い

る
。

 

・
こ

の
方

針
に

つ
い

て
は

，
本

事
業

認
可

前
の

蒲
生

北
部

地
区

の
整

備
方

針
決

定
段

階
か

ら
，
地

域
住

民
に

説
明

会
等

を
行

い
，
理

解
を

求
め

て

い
る

。
 

 

 ・
本

事
業

の
施

行
区

域
は

，
仙

台
港

周
辺

の
工

業

専
用

地
域

に
隣

接
す

る
工

業
地

域
及

び
準

工
業

地
域

で
あ

る
こ

と
，

災
害

危
険

区
域

で
あ

り
住

居
の

用
に

供
す

る
建

築
物

の
新

築
増

改
築

は
で

き
な

い
エ

リ
ア

で
あ

る
こ

と
，

ま
た

，
本

事
業

が
復

興
計

画
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
る

事
業

で
あ

る
こ

と
等

か
ら

，
地

区
東

側
に

つ
い

て
，

大
街

区
化

に
よ

る
新

た
な

成
長

産
業

の
集

積
を

図
る

た
め

，
区

画
道

路
を

最
小

限
の

配
置

に
留

め
る

と
し

た
本

事
業

計
画

は
妥

当
で

あ
る

。
 

・
意

見
書

の
内

容
に

つ
い

て
は

，
換

地
計

画
の

中

で
対

応
し

て
い

く
こ

と
で

あ
り

，
今

後
行

わ
れ

る
仮

換
地

指
定

手
続

き
に

お
い

て
，

市
有

地
を

地
区

東
側

に
集

約
し

，
当

該
地

に
つ

い
て

は
，

土
地

利
用

が
可

能
と

な
る

よ
う

換
地

す
る

方
針

で
あ

る
旨

丁
寧

に
説

明
し

て
い

く
べ

き
と

考
え

る
。
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Ⅰ

－
２

 
避

難
施

設
等

に
つ

い
て

 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｃ
－

①
 

         

 区
画

整
理

事
業

と
し

て
は

幹
線

道
路

を
車

で
避

難
す

る
と

し
て

い
る

が
，
危

機
管

理
室

で
は

津
波

避
難

に
車

避
難

は
２

割
を

想
定

し
て

お
り

，
対

応
に

食
い

違
い

が
生

じ
て

い

る
。
人

命
を

守
る

た
め

に
避

難
施

設
，
避

難

の
丘

（
高

台
）

が
必

須
で

あ
る

。
 

   

 ・
事

業
計

画
の

変
更

箇
所

に
対

す
る

意
見

で
は

な
い

。
 

・
事

業
計

画
の

設
計

の
方

針
に

お
い

て
，
幹

線
道

路
に

つ
い

て
は
周

辺
の

幹
線

道
路

か
ら

の
ア

ク
セ

ス
向

上
に

加
え

て
，
災

害
時

の
避

難
ル
ー

ト

と
し

て
の

機
能

を
併

せ
持

つ
も

の
と

位
置

づ
け

，
地

区
西

部
か

ら
中

央

部
ま

で
を

東
西

に
貫

き
臨

港
道

路
に

接
す

る
幅

員
2
1
ｍ

の
道

路
と

し

て
い

る
。

 

・
仙

台
市

で
は

地
区

内
の

避
難

施
設

の
あ

り
方

に
つ

い
て

，
民

間
の

建
築

物
が

建
設

さ
れ

た
場

合
に

そ
の

活
用

を
図

る
等

，
今

後
の

土
地

利
用

の

進
展

を
見

な
が

ら
検

討
し

て
い

く
と

し
て

い
る

。
 

 

 ・
避

難
施

設
や

避
難

方
法

に
つ

い
て

は
，

自
治

体

が
科

学
的

知
見

や
地

域
の

実
情

等
を

踏
ま

え
，

総
合

的
に

計
画

を
策

定
す

る
も

の
で

あ
り

，
本

地
区

に
お

け
る

避
難

施
設

の
あ

り
方

は
，

現
時

点
で

は
確

定
し

て
い

な
い

も
の

の
，

市
の

検
討

方
針

は
妥

当
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

・
市

に
お

い
て

は
，

検
討

さ
れ

た
避

難
施

設
の

あ

り
方

に
つ

い
て

，
き

め
細

か
く

周
知

し
，

理
解

を
得

て
い

く
べ

き
と

考
え

る
。

 

 

 Ｃ
－

③
 

     

 公
園

に
つ

い
て

は
緊

急
避

難
を

考
慮

し
た

高
台

に
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

 

       

 ・
地

区
内

の
公

園
に

つ
い

て
は

，
業

務
系

土
地

利
用

へ
の

転
換

に
伴

い
，

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
主

た
る

目
的

と
し

て
配

置
さ

れ
て

い
た

既
存

の
街

区
公

園
と

近
隣

公
園

を
集

約
し

，
２

箇
所

の
近

隣
公

園
と

し
て

再
配

置

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

・
仙

台
市

で
は

地
区

内
の

避
難

施
設

の
あ

り
方

に
つ

い
て

，
民

間
の

建
築

物
が

建
設

さ
れ

た
場

合
に

そ
の

活
用

を
図

る
等

，
今

後
の

土
地

利
用

の

進
展

を
見

な
が

ら
検

討
し

て
い

く
と

し
て

い
る

。
 

・
な

お
，

変
更

後
の

公
園

は
地

区
面

積
の

3
.
0
5
％

で
あ

り
，

３
％

以
上

と
す

る
土

地
区

画
整

理
法

施
行

規
則

第
９

条
第

６
号

の
基

準
を

満
た

し
て

い
る

。
 

 ・
避

難
施

設
や

避
難

方
法

に
つ

い
て

は
，

自
治

体

が
科

学
的

知
見

や
地

域
の

実
情

等
を

踏
ま

え
，

総
合

的
に

計
画

を
策

定
す

る
も

の
で

あ
り

，
本

地
区

に
お

け
る

避
難

施
設

の
あ

り
方

は
，

現
時

点
で

は
確

定
し

て
い

な
い

も
の

の
，

市
の

検
討

方
針

は
妥

当
で

あ
る

と
考

え
る

。
 

・
市

に
お

い
て

は
，

検
討

さ
れ

た
避

難
施

設
の

あ

り
方

に
つ

い
て

，
き

め
細

か
く

周
知

し
，

理
解

を
得

て
い

く
べ

き
と

考
え

る
。
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Ⅰ

－
３

 
 

水
路

に
つ

い
て

 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｃ
－

⑥
 

          

 地
区

東
側

に
，
雨

水
排

水
を

七
北

田
川

に
排

水
す

る
た

め
の

水
路

を
設

け
る

と
あ

る
が

，

津
波

の
浸

水
速

度
を

弱
め

，
貯

水
池

の
役

目

も
果

た
せ

る
の

で
貞

山
堀

を
再

現
す

べ
き

で
あ

る
。

 

     

 ・
事

業
計

画
の

変
更

箇
所

に
対

す
る

意
見

で
は

な
い

。
 

・
施

行
地

区
内

の
貞

山
運

河
は

,
仙

台
塩

釜
港

（
仙

台
港

区
）

の
整

備
の

際
に

廃
止

さ
れ

，
そ

の
跡

地
の

一
部

が
緑

地
及

び
水

路
と

な
っ

て
い

る
。

 

・
貞

山
堀

跡
に

あ
る

当
該

水
路

は
，
被

災
前

か
ら

水
路

が
あ

っ
た
位

置
に

計
画

さ
れ

て
お

り
，
残

り
の

緑
地

部
分

に
つ

い
て

も
，
被

災
前

と
同

様

に
緑

地
と

し
て

保
存

す
る

計
画

で
あ

る
。

 

・
県

の
貞

山
運

河
再

生
・

復
興

ビ
ジ

ョ
ン

で
は

平
成

3
3
年

度
以
降

の
長

期
的

な
取

り
組

み
と

し
て

，
「

遺
構

の
復

元
に

は
様

々
な

課
題

が
あ

り

ま
す

が
，
本

ビ
ジ

ョ
ン

の
取

組
が

進
む

こ
と

に
よ

り
，
官

民
連

携
に

よ

る
復

元
に

向
け

た
社

会
的

な
機

運
の

高
ま

り
を

期
待

し
，
関

係
機
関

と

連
携

し
て

ま
い

り
ま

す
」

と
し

て
い

る
。

 

 

 ・
貞

山
運

河
の

跡
地

を
，

被
災

前
と

同
様

に
緑

地

及
び

水
路

と
し

て
保

存
す

る
こ

と
と

し
て

お

り
，

歴
史

遺
構

の
保

全
に

対
し

て
配

慮
さ

れ
た

計
画

と
な

っ
て

い
る

。
 

・
土

地
区

画
整

理
事

業
は

，
早

期
に

整
備

す
べ

き

復
興

事
業

と
し

て
進

め
て

い
る

も
の

で
あ

り
，

貞
山

運
河

跡
の

復
元

に
つ

い
て

は
，

本
事

業
と

は
切

り
離

し
て

官
民

連
携

の
も

と
長

期
的

な
取

組
み

と
し

て
議

論
さ

れ
る

べ
き

と
考

え
る

。
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Ⅱ
 

事
業

計
画

の
内

容
以

外
に

関
す

る
意

見
 

 
Ⅱ

－
１

 
都

市
計

画
で

定
め

ら
れ

た
事

項
に

つ
い

て
 

小
項
目
 
番

号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 ①
事

業

の
施

行
 

               

 Ｃ
－

⑨
 

     

 今
回

の
土

地
区

画
整

理
事

業
は
「

惨

事
便

乗
型

」
区

画
整

理
事

業
と

言
え

る
の

で
は

な
い

か
。
土

地
区

画
整

理

事
業

と
い

う
手

法
を

使
わ

ず
に

，
仙

台
市

が
買

取
し

て
減

歩
な

し
で

進

め
る

べ
き

。
 

 (
1
)
 
本

土
地

区
画

整
理

事
業

の
目

的
 

・
本

地
区

で
は

，
津

波
被

害
の

危
険

性
が

高
い

こ
と

か
ら

，
災

害
危

険

区
域

に
指

定
し

，
内

陸
部

な
ど

へ
の

移
転

に
よ

り
安

全
な

住
ま

い
を

確
保

す
る

た
め

に
防

災
集

団
移

転
促

進
事

業
を

進
め

て
い

る
。

 

・
防

災
集

団
移

転
後

，
業

務
系

土
地

利
用

を
前

提
と

し
た

土
地

利
用

の

向
上

を
図

る
た

め
，
土

地
の

整
理

集
約

と
都

市
基

盤
の
再

整
備

を
行

う
。

 

(
2
)
 
本

土
地

区
画

整
理

事
業

の
都

市
計

画
決

定
の

経
緯

 

Ｈ
2
5
.
２

.
８

 
第

1
8
1
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会

（
土

地
区

画

整
理

事
業

の
施

行
区

域
を

決
定

）
 

Ｈ
2
5
.
３

.
８

 
都

市
計

画
決

定
告

示
（

当
初

）
 

Ｈ
2
5
.
1
2
.
2
4
 

第
1
8
4
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会
（
施

行
区

域

を
変

更
）

 

Ｈ
2
6
.
２

.
４

 
都

市
計

画
決

定
告

示
（

変
更

）
 

Ｈ
2
7
.
３

.
2
4
 

第
1
8
9
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会

（
土

地
区

画

整
理

事
業

の
変

更
）

 

Ｈ
2
7
.
４

.
2
2
 

都
市

計
画

決
定

告
示

（
変

更
）

 

   

 ・
本

地
区

の
区

域
で

土
地

区
画

整
理

事
業

を
行

う

こ
と

に
つ

い
て

は
，

既
に

都
市

計
画

で
定

め
ら

れ
た

事
項

で
あ

り
，

こ
の

点
に

つ
い

て
意

見
書

を
提

出
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
（

土
地

区
画

整
理

法
第

5
5
条

第
２

項
但

書
）

 

           

 Ｄ
－

③
 

         

 津
波

被
害

を
悪

用
し

た
，
震

災
便

乗

型
復

興
事

業
の

典
型

で
あ

る
。

 

理
由
：
避

難
施

設
が

な
い

，
居

住
地

で
な

い
，
災

害
危

険
区

域
だ

と
い

う
理

由
で

広
い

土
地

を
造

成
し

，

後
は

進
出

企
業

が
何

と
か

し
て

く
れ

る
だ

ろ
う

と
い

う
内

容
の

事
業

で
あ

る
。
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小
項
目
 
番

号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 ②
道

路
 

                  

 Ｃ
－

②
 

                  

 2
1
m
の

都
市

計
画

道
路

は
養

魚
場

脇

を
通

り
港

湾
道

路
に

つ
な

げ
て

い

る
が

，
養

魚
場

を
無

視
し

た
計

画
で

あ
り

業
務

に
支

障
が

生
じ

る
こ

と

が
明

ら
か

で
あ

り
，
道

路
位

置
の

変

更
が

必
要

で
は

な
い

か
。

 
 

             

 (
1
)
 
事

業
計

画
に

お
け

る
道

路
の

配
置

の
考

え
方

 

・
幹

線
道

路
（

幅
員

2
1
ｍ

）
は

，
業

務
系

の
土

地
利

用
を

推
進

し
周

辺
の

幹
線

道
路

か
ら

地
区

内
へ

の
ア

ク
セ

ス
を

向
上

さ
せ

る
た

め
，

既
存

の
都

市
計

画
道

路
高

砂
駅

蒲
生

線
を

地
区

西
側

の
県

道
塩

釜

亘
理

線
か

ら
地

区
中

央
部

を
東

西
に

貫
い

て
臨

港
道

路
ま

で
延

伸

す
る

計
画

と
す

る
。
ま

た
，
災

害
時

に
は

，
よ

り
安

全
な

西
側

の
地

域
へ

の
避

難
ル

ー
ト

と
し

て
の

機
能

も
併

せ
持

つ
も

の
と

す
る

。
 

・
都

市
計

画
道

路
の

線
形

は
，
貞

山
堀

の
横

断
部

分
が

最
短

と
な
る

こ

と
，
養

魚
場

に
か

か
ら

な
い

こ
と

，
臨

港
道

路
へ

の
交
差

角
を

9
0
°

と
す

る
こ

と
を

条
件

と
し

て
設

定
し

て
い

る
。

 

・
こ

れ
ま

で
，
現

位
置

を
基

本
と

し
た

養
魚

場
の

再
開

に
向

け
て
，
地

権
者

と
調

整
を

図
っ

て
き

て
い

る
。

 

 (
2
)
 
道

路
の

都
市

計
画

決
定

 

Ｓ
5
8
.
８

.
2
3
 

都
市

計
画

決
定

告
示

（
当

初
）

 

Ｈ
2
5
.
1
2
.
2
4
 

第
1
8
4
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会

 

Ｈ
2
6
.
２

.
４

 
都

市
計

画
決

定
告

示
（

施
行

地
区

内
の

延
伸

に
係

る

変
更

）
 

※
都

市
計

画
変

更
の

手
続

き
に

お
い

て
,
当

該
道

路
に

関
す

る
意

見

書
の

提
出

は
な

か
っ

た
。

 

  

 ・
事

業
計

画
の

う
ち

当
該

道
路

の
位

置
等

に
つ

い

て
は

，
既

に
都

市
計

画
で

定
め

ら
れ

た
事

項
で

あ
り

，
こ

の
点

に
つ

い
て

意
見

書
を

提
出

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
（

土
地

区
画

整
理

法
第

5
5

条
第

２
項

但
書

）
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小
項
目
 
番

号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 ③
緑

地
 

               

 Ｃ
－

⑤
 

               

 大
幅

な
減

歩
を

し
た

う
え

で
防

潮

堤
西

側
に

緑
地

を
計

画
し

て
お

り

養
魚

場
面

積
を

狭
く

し
て

い
る

。
緑

地
の

あ
り

方
に

つ
い

て
も

，
養

魚
場

の
業

務
再

開
を

考
慮

し
た

も
の

に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

          

 (
1
)
 
事

業
計

画
に

お
け

る
緑

地
の

配
置

の
考

え
方

 

・
当

該
緑

地
は

，
こ

れ
ま

で
住

宅
地

と
工

業
地

の
緩

衝
帯

と
し

て
整

備

さ
れ

て
い

た
も

の
を

集
約

し
，
貞

山
堀

跡
の

保
全

と
蒲
生

干
潟

の
自

然
環

境
に

配
慮

す
る

た
め

に
，

地
区

東
側

に
配

置
す

る
も

の
で

あ

る
。

 

・
こ

の
方

針
に

基
づ

き
，

防
潮

堤
の

背
後

の
緑

地
は

概
ね

2
5
ｍ

の
幅

を
確

保
す

る
も

の
と

し
，
都

市
計

画
決

定
（

変
更

）
が
な

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。
 

・
緑

地
面

積
は

，
施

行
前

の
3
8
,
4
7
3
㎡

（
4
.
1
8
％

）
か

ら
施

行
後

 

3
9
,
3
6
5

㎡
（

4
.
2
8
％

）
と

な
っ

て
お

り
，

施
行

前
の

面
積

を
確

保

し
て

い
る

。
 

・
こ

れ
ま

で
，
現

位
置

を
基

本
と

し
た

養
魚

場
の

再
開

に
向

け
て
，
地

権
者

と
調

整
を

図
っ

て
き

て
い

る
。

 

  
(
2
)
 
緑

地
の

都
市

計
画

決
定

 

Ｓ
5
8
.
８

.
2
3
 

都
市

計
画

決
定

告
示

（
当

初
）

 

Ｈ
2
5
.
1
2
.
2
4
 

第
1
8
4
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会

 

Ｈ
2
6
.
２

.
４

 
都

市
計

画
決

定
告

示
（

変
更

）
 

Ｈ
2
7
.
３

.
2
4
 

第
1
8
9
回

仙
台

市
都

市
計

画
審

議
会

 

Ｈ
2
7
.
４

.
2
2
 

都
市

計
画

決
定

告
示

（
変

更
）

 

 

 

 ・
事

業
計

画
の

う
ち

緑
地

の
位

置
等

に
つ

い
て

は
，
既

に
都

市
計

画
で

定
め

ら
れ

た
事

項
で

あ

り
，
こ

の
点

に
つ

い
て

意
見

書
を

提
出

す
る

こ

と
は

で
き

な
い

。
（

土
地

区
画

整
理

法
第

5
5

条
第

２
項

但
書

）
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Ⅱ

－
２

 
防

潮
堤

に
つ

い
て

 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ａ
－

①
 

   

 現
地

で
養

殖
事

業
を

再
開

す
る

た
め

に

養
魚

場
か

ら
の

排
水

設
備

と
し

て
排

水

路
と

水
門

の
設

置
を

要
望

す
る

。
 

（
2
,
0
0
0
～
2
,
5
0
0
ｔ
／
日
）

 

 ・
被

災
前

，
当

該
養

魚
場

に
隣

接
す

る
堤

防
に

排
水

樋
管

が
あ

っ
た

。
 

・
意

見
書

提
出

者
は

，
宮

城
県

に
対

し
て

河
川

堤
防

に
係

る
災

害
復

旧
事

業

に
お

い
て

当
該

樋
管

を
復

旧
す

る
こ

と
を

要
望

し
て

い
る

。
 

・
こ

れ
に

つ
い

て
は

，
維

持
管

理
に

関
す

る
調

整
も

含
め

，
県

及
び

市
と

の

間
で

現
在

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 

 ・
水

門
の

設
置

等
に

つ
い

て
は

，
県

の
堤

防
整

備

事
業

に
対

す
る

意
見

で
あ

り
，

土
地

区
画

整
理

事
業

の
事

業
計

画
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。

 

  

   
Ⅱ

－
３

 
税

収
に

つ
い

て
 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｃ
－

⑦
 

    

 業
務

系
土

地
利

用
に

す
る

こ
と

で
財

政

面
に

お
い

て
ど

れ
だ

け
の

税
収

が
あ

げ

ら
れ

る
の

か
公

表
し

て
ほ

し
い

。
 

  

 ・
土

地
区

画
整

理
事

業
と

し
て

は
，
被

災
市

街
地

の
復

興
を

最
優
先

で
進

め

る
も

の
で

あ
る

。
 

・
現

在
，
仙

台
市

で
は

土
地

利
活

用
実

現
に

向
け

た
取

組
み

を
進
め

て
い

る

と
こ

ろ
で

あ
り

，
具

体
的

な
税

収
見

込
み

は
行

っ
て

い
な

い
と

し
て

い

る
。

 

 

 ・
 事

業
完

了
後

の
税

収
に

つ
い

て
の

意
見

で
あ

り
，

土
地

区
画

整
理

事
業

の
事

業
計

画
に

対
す

る
意

見
で

は
な

い
。
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Ⅱ

－
４

 
災

害
危

険
区

域
の

解
除

に
つ

い
て

 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 

Ｃ
－

⑧
 

                 

 災
害

危
険

区
域

を
解

除
し

て
ほ

し
い

。
 

理
由
：
私

た
ち

の
要

望
は

住
み
続
け

る
こ

と

だ
。
当

地
区

に
お

い
て

は
，
防
潮
堤

以
外

の

考
慮

を
せ

ず
に

災
害

危
険

区
域

を
設

定
し

た
。
当

初
は

住
み

続
け

た
い

方
が
多

数
い

た

が
集

団
移

転
を

強
引

に
進

め
る

対
応

に
や

む
を

得
ず

了
解

し
た

方
を

忘
れ

な
い

で
欲

し
い

。
 

          

 (
1
)
災

害
危

険
区

域
指

定
ま

で
の

経
緯

 

・
仙

台
市

は
，

平
成

2
3
年

９
月

に
公

表
し

た
震

災
復

興
計

画
（

中
間

案
）

に
お

い
て

，
当

地
区

を
災

害
危

険
区

域
に

指
定

し
，
集

団
移

転
を

行
う

方

針
を

公
表

し
た

。
そ

の
後

，
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

や
3
1

回
に

わ
た

る

説
明

会
の

後
，

平
成

2
3
年

1
1
月

に
震

災
復

興
計

画
を

策
定

し
，

翌
1
2

月
に

は
市

条
例

を
改

正
す

る
と

と
も

に
災

害
危

険
区

域
を

指
定

し
た

。
 

(
2
)
仙

台
市

の
災

害
危

険
区

域
指

定
の

考
え

方
 

・
様

々
な

防
災

施
設

の
整

備
を

行
っ

て
も

な
お

，
予

測
さ

れ
る

津
波

の
浸

水

深
が

２
ｍ

を
超

え
る

地
区

に
つ

い
て

は
，
被

害
の

危
険

性
が

高
い

こ
と

か

ら
災

害
危

険
区

域
に

指
定

し
て

い
る

。
 

・
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
る

と
，
本

地
区

で
は

，
河

川
堤

防
及

び
海

岸
堤

防
（

T
.
P
.
+
7
.
2
m
）

，
仙

台
港

周
辺

の
津

波
防

御
施

設
（

T
.
P
.
+
4
.
0
m

～
4
.
5
m
）

な
ど

の
整

備
を

考
慮

し
て

も
，

な
お

４
ｍ

（
一

部
３

ｍ
）

を
超

え
る

浸
水

が
想

定
さ

れ
，

被
害

の
危

険
性

が
高

い
。

 

(
3
)
住

民
の

意
向

 

・
本

地
区

に
お

け
る

防
災

集
団

移
転

促
進

事
業

の
対

象
（

住
宅

）
で

あ
る

 

6
5
3
世

帯
の

う
ち

，
約

9
8
％

に
相

当
す

る
6
3
7
世

帯
が

移
転

の
意

向
を

示

し
て

い
る

。
（

平
成

2
6
年

1
1
月

時
点

）
 

・
約

3
0
世

帯
が

自
宅

を
修

繕
す

る
な

ど
し

て
地

区
内

に
居

住
し

て
い

る
も

の
と

み
ら

れ
，
そ

の
う

ち
引

き
続

き
現

地
で

の
居

住
を

希
望

し
て

い
る

の

は
1
3
世

帯
で

あ
る

。
 

 

 ・
災

害
危

険
区

域
は

，
仙

台
市

の
条

例
に

基
づ

き

指
定

さ
れ

て
い

る
も

の
で

あ
り

，
土

地
区

画
整

理
事

業
の

事
業

計
画

に
対

す
る

意
見

で
は

な

い
。
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Ⅱ

－
５

 
意

見
書

を
提

出
で

き
る

利
害

関
係

者
に

つ
い

て
 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｄ
－

①
 

          

 法
律

で
規

定
さ

れ
て

い
る

か
ら

門
外

漢

を
排

除
す

る
だ

け
で

な
く

，
多

く
の

元

住
民

や
蒲

生
を

好
き

な
人

の
意

見
を

聞

く
べ

き
で

あ
る

。
 

       

 ・
土

地
区

画
整

理
法

第
5
5
条

第
２

項
に

は
,「

利
害

関
係

者
は

，
前

項
の

規

定
に

よ
り

縦
覧

に
供

さ
れ

た
事

業
計

画
に

つ
い

て
意

見
が

あ
る

場
合

に

お
い

て
は

，
縦

覧
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

二
週

間
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

，
都

道
府

県
知

事
に

意
見

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き

る
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
（

法
第

5
5
条

第
1
3
項

に
よ

り
,
事
業

計
画

変
更

の
場

合
も

準
用

）
 

・
こ

の
「

利
害

関
係

者
」

は
，

法
第

2
0
条

第
２

項
で

「
当

該
土
地

区
画

整

理
事

業
に

関
係

の
あ

る
土

地
若

し
く

は
そ

の
土

地
に

定
着

す
る

物
件

又

は
当

該
土

地
区

画
整

理
事

業
に

関
係

の
あ

る
水

面
に

つ
い

て
権

利
を

有

す
る

者
」

と
定

義
さ

れ
て

い
る

。
 

 

 ・
土

地
区

画
整

理
事

業
制

度
に

対
す

る
意

見
で

あ

り
，

事
業

計
画

に
対

す
る

意
見

で
は

な
い

。
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Ⅱ
－
６

 
「
高

砂
の
中

高
生
で

考
え
る

防
潮
堤

の
会
」

提
案
の

活
用
に

つ
い
て
 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｄ
－
④
 

   

 「
高

砂
の

中
高

生
で

考
え

る
防

潮
堤

の

会
」

提
案

の
一

部
分

で
も

活
用

す
る

こ

と
。
 

 

 ・
「

高
砂
の

中
高
生

で
考
え

る
防

潮
堤

の
会

」
は
，

河
川
管

理
者
で

あ
る
宮

城
県

及
び
事

業
施
行

者
で
あ

る
仙

台
市

と
の

間
で
，

こ
れ
ま

で
も
何

度
か

意
見

交
換
を

行
っ
て

お
り
，

事
業

計
画

へ
の

反
映
に

つ
い
て

検
討
さ

れ
て

き
た
。
 

・
防

潮
堤
の

位
置
に

つ
い
て

は
，

県
は

地
元

住
民
や

環
境
団

体
と
も

意
見
交

換
す

る
な
ど

し
て
検

討
し
，

蒲
生

干
潟

の
保

全
の
観

点
か
ら

，
最
終

的
に

当
初
の
位

置
か
ら

最
大

80
ｍ
内
陸

側
へ
移

す
こ
と

と
し
た

。
 

・
本

事
業
計

画
に
お

い
て
も

，
業

務
系

土
地

利
用
へ

転
換
す

る
と
い

う
事
業

目
的

と
し
な

が
ら
も

，
蒲
生

干
潟

や
貞

山
堀

跡
の
保

全
に
配

慮
し
た

緑
地

の
整
備
を

す
る
こ

と
と
し

て
い
る

。
 

 ・
蒲

生
北

部
地

区
の

整
備

に
あ

た
っ

て
は

，
こ

れ

ま
で
「
高

砂
の
中

高
生
で

考
え
る

防
潮
堤

の
会

」

の
提

案
を

含
め

，
地

域
住

民
・

団
体

，
市

，
県

と
の

間
で

検
討

，
調

整
が

な
さ

れ
，

計
画

が
策

定
さ
れ
た

も
の
と

認
め
ら

れ
る
。
 

 

 Ｃ
－
④
 

 

 「
仙

台
の

高
校

生
で

考
え

る
防

潮
堤

の

会
」
の
提

案
を
推

進
す
べ

き
。
 

  
Ⅱ
－
７

 
そ
の

他
 

番
号
 

意
見

の
要

旨
 

事
実

確
認

の
結

果
 

事
務

局
の

見
解
 

 Ｄ
－
②
 

   

 公
園
が
２

か
所

，
内
１

か
所
に
神

社
や
慰

霊
塔

等
を

集
約

し
て

造
る

な
ど

噂
が

流

れ
て
お
り

，
正

し
い
情

報
伝
達
が

さ
れ
て

い
な
い
。
 

 

 ・
仙

台
市

で
は

，
２

号
公

園
に

は
，

慰
霊

塔
や

モ
ニ

ュ
メ

ン
ト
の

設
置

を
検

討
し

て
お

り
，

今
後

計
画

の
具

体
化

に
あ

わ
せ

情
報

提
供

を
し
て

い
く

こ

と
と
し
て

い
る
。
 

・
ま

た
，

高
砂

神
社

に
つ

い
て

は
，

公
園

と
は

別
に

，
換

地
先
に

移
設

す
る

予
定
で
あ

る
。
 

・
こ

れ
ま

で
も

，
事

業
計

画
の

重
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

説
明
会

を
開

催
し

理
解

を
求

め
る

と
と

も
に

，
事

業
へ

の
意

見
や

意
向

を
確

認
す
る

た
め

に

相
談

会
を

実
施

し
て

き
た

。
ま

た
，

平
成

２
５

年
５

月
か

ら
，
ほ

ぼ
毎

月

「
区
画
整

理
だ
よ

り
」
を

発
行
し

，
地
権

者
等
へ

送
付
し

て
い
る
。
 

 ・
事

業
に

係
る

情
報

提
供

に
つ

い
て

の
意

見
で

あ

り
，

土
地

区
画

整
理

事
業

の
事

業
計

画
に

対
す

る
意
見
で

は
な
い

。
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 Ｅ参考　利害関係者でない方から提出された意見書
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